
（別添） 
○ 精神科救急医療体制整備事業の実施について（平成２０年５月２６日 障第０５２６００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 
【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 
改  正  後 現      行 

障発第０５２６００１号 
平成２０年５月２６日 

一部改正 障発第０５０７００１号 
平成２１年５月７日 

一部改正 障発０３３０第２０号 
平成２２年３月３０日 

一部改正 障発０４２５第２号 
平成２３年４月２５日 

一部改正 障発０３２９第２号 
平成２４年３月２９日 

一部改正 障発０３３１第１９号 
平成２６年３月３１日 

一部改正 障発０４２４第８号 
平成２７年４月２４日 

一部改正 障発０９２０第１号 
平成２８年９月２０日 

一部改正 障発０４１８第６号 
平成２９年４月１８日 

一部改正 障発０３２９第７号 
平成３０年３月２９日 

一部改正 障発０３１８第１号 
平成３１年３月１８日 

一部改正 障発０３０４第２号 
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 

 
都道府県知事 

各             殿 
  指定都市市長 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
 
 

精神科救急医療体制整備事業の実施について 
 
（略） 

障発第０５２６００１号 
平成２０年５月２６日 

一部改正 障発第０５０７００１号 
平成２１年５月７日 

一部改正 障発０３３０第２０号 
平成２２年３月３０日 

一部改正 障発０４２５第２号 
平成２３年４月２５日 

一部改正 障発０３２９第２号 
平成２４年３月２９日 

一部改正 障発０３３１第１９号 
平成２６年３月３１日 

一部改正 障発０４２４第８号 
平成２７年４月２４日 

一部改正 障発０９２０第１号 
平成２８年９月２０日 

一部改正 障発０４１８第６号 
平成２９年４月１８日 

一部改正 障発０３２９第７号 
平成３０年３月２９日 

 
 
 
 
 

都道府県知事 
各             殿 
  指定都市市長 

 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 
 

精神科救急医療体制整備事業の実施について 
 
（略） 



別紙 
 

精神科救急医療体制整備事業実施要綱 
 
 
１ 目的 
 精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」という。）は、緊急な
医療を必要とする全ての精神障害者等が、迅速かつ適正な医療を受けら
れるように、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が、
精神科救急医療体制を確保することを目的とする。 
 精神科救急医療体制については、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）が一部改正
され、精神保健指定医の精神科救急医療体制の確保に対する協力義務が
規定されるとともに、都道府県に対しては精神科救急医療体制整備の努
力義務が規定され、平成２４年４月１日から施行されたところである。 
 そのため、都道府県等は、精神科救急情報センター、搬送体制、精神
科救急医療、身体合併症救急医療等を地域で確保できるように本事業を
用いて整備を行うものとする。 
なお、体制整備に当たっては、精神科救急医療体制連絡調整委員会等

の意見を聴くこと等により、地域の実情に十分配慮するものとする。 
 
２  （略） 
 
３ 事業の内容 

（略） 
（１）精神科救急医療体制連絡調整委員会等 
  精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体制
連絡調整委員会等を必ず設けるとともに、連絡調整委員会については
少なくとも年１回以上開催すること。 

（以下略） 
（２）削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 
 

精神科救急医療体制整備事業実施要綱 
 
 
１ 目的 
 精神科救急医療体制整備事業（以下「本事業」という。）は、緊急な
医療を必要とする全ての精神障害者等が、迅速かつ適正な医療を受けら
れるように、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が、
精神科救急医療体制を確保することを目的とする。 
 精神科救急医療体制については、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）が一部改正
され、精神保健指定医の精神科救急医療体制の確保に対する協力義務が
規定されるとともに、都道府県に対しては精神科救急医療体制整備の努
力義務が規定され、平成２４年４月１日から施行されたところである。 
 そのため、都道府県等は、精神医療相談、精神科救急情報センター、
搬送体制、精神科救急医療、身体合併症救急医療等を地域で確保できる
ように本事業を用いて整備を行うものとする。 
なお、体制整備に当たっては、精神科救急医療体制連絡調整委員会等

の意見を聴くこと等により、地域の実情に十分配慮するものとする。 
 
（１）（略） 
 
３ 事業の内容 
 
（１）精神科救急医療体制連絡調整委員会等 
  精神科救急医療体制の円滑な運営を図るための精神科救急医療体制
連絡調整委員会等を必ず設けること。 

（以下略） 
 
（２）精神医療相談事業 
  ア ２４時間精神医療相談窓口 
   都道府県等は、特に休日、夜間における精神障害者及び家族等か

らの相談に対応するため、地域の実情に合わせて、精神保健福祉セ
ンター、精神科救急情報センター、医療機関等に精神医療相談窓口
の機能を設けるものとする。 

   精神医療相談窓口においては、精神障害者の疾病の重篤化を軽減
する観点から、精神障害者等の症状の緩和が図れるよう適切に対応
するとともに、必要に応じて医療機関の紹介や受診指導を行うもの
とする。 

    なお、当該窓口の整備に当たっては、既に整備されている相談窓



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）精神科救急情報センター 

（略） 
（３）搬送体制 

（略） 
（４）精神科救急医療確保事業 

（略） 
（５）身体合併症救急医療確保事業 

（略） 
 
４ 報告 
都道府県等により指定された精神科救急医療施設等は、月単位で都道

府県等に別紙様式１により報告することとする。また、都道府県等は、
報告内容に基づき各医療機関の稼働状況を把握するとともに、別紙様式
２及び３については、精神科救急医療体制連絡調整委員会等における協
議に際し、必ず提示すること。なお、各都道府県等は、翌年度４月末ま
でに、都道府県等における精神科救急医療体制の年報を別紙様式４～８
を用いて別紙様式２とあわせて厚生労働省に報告すること。（報告につ
いては、精神科救急医療体制整備事業報告様式の記載マニュアルに基づ
き作成すること。） 
 
５  （略） 
 
別紙様式１～８ （略） 
 

口等の連携により、地域において２４時間の相談体制が確保される
ことを妨げるものではない。 

  イ 相談体制                                                  
   相談窓口は、原則２４時間３６５日体制をとることとし、休日、

夜間は確実に対応できるものとする。                            
  相談窓口には、精神科の臨床経験を有する看護職員、精神保健福
祉士、その他当該地域の精神保健福祉対策に精通した者を置くもの
とする。また、精神医療相談に、迅速かつ適切に対応できるような
体制（精神科医のオンコール等による。）を整えるものとする。 

  ウ 精神医療相談窓口の周知                                      
相談窓口は、管内の行政機関や医療機関等を通じて広報するもの

とし、内科、小児科等の休日・夜間診療案内等と併せて行うなど、
精神障害者及び家族等が十分に活用できるよう効果的な周知に努め
るものとする。 

 
（３）精神科救急情報センター 

（略） 
（４）搬送体制 

（略） 
（５）精神科救急医療確保事業 

（略） 
（６）身体合併症救急医療確保事業 

（略） 
 
４ 報告 
都道府県等により指定された精神科救急医療施設等は、月単位で都道

府県等に別紙様式１により報告することとする。また、都道府県等は、
報告内容に基づき各医療機関の稼働状況を把握するとともに、別紙様式
２及び３を用いて、精神科救急医療体制連絡調整委員会などに対して適
宜提示すること。なお、各都道府県等は、翌年度４月末までに、都道府
県等における精神科救急医療体制の年報を別紙様式４～７を用いて状況
を厚生労働省に報告すること。（報告については、「精神科救急医療体
制整備事業報告様式の記載マニュアル2019年度版」に基づき作成するこ
と。） 
 
５  （略） 
 
別紙様式１～７ （略） 

 


